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第 83 回入札監理小委員会議事次第  
 
 
                          日   時：平成 21 年３月 13 日（金）  19:08～21:28             

場  所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 
 
１．開 会 

 
２．議 事 

（１）実施要項（案）の審議 
 ○ 自動車検査用機械器具の保守管理業務（自動車検査（独）） 
 ○ 医業未収金の支払案内等業務（（独）労働者健康福祉機構） 
 ○ 大学入試センター試験の出願受付業務・成績開示業務（（独）大学入試 
   センター） 
 ○ 国民年金保険料の収納事業（社会保険庁） 
 ○ 企業・消費者向け教育・研修事業（（独）国民生活センター） 

 
（２） その他 

 
３．閉 会 

 
 
＜出席者＞ 
（委 員） 
  樫谷主査、渡邉副主査、逢見副主査 

 
（自動車検査(独)） 
  企画部 三上部長、小磯課長 
  業務部 大谷課長補佐 
  総務部 荷見課長補佐 

 
（(独)労働者健康福祉機構） 
  経理部 小池部長、金森課長、阿部班長 
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（(独)大学入試センター） 
  総務企画部 松ヶ迫部長、神宮課長、千葉課長 
  事業部 山口部長、岡松課長 

 
（社会保険庁） 
  運営部年金保険課国民年金事業室 西田室長、後藤室長補佐、中村国民年金指導官、

矢口室長補佐、加藤係長、山越主査 

 
（(独)国民生活センター） 
  研修部 井口部長、千塚課長、吉澤主査 

  経理部 西課長 

 

（事務局） 

佐久間事務局長、関参事官、森山参事官、徳山企画官
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○樫谷主査 それでは、ただいまから第 83 回入札監理小委員会を開催します。 

 本日は、自動車検査独立行政法人の「自動車検査用機械器具の保守管理業務」、独立行政法人労

働者健康福祉機構の「医業未収金の支払案内等業務」、独立行政法人大学入試センターの「大学入

試センター試験の出願受付業務・成績開示業務」、社会保険庁の「国民年金保険料の収納事業」、独

立行政法人国民生活センターの「企業・消費者向け教育・研修事業」の５件の実施要項（案）につ

いて審議を行います。 

 はじめに、「自動車検査用機械器具の保守管理業務」の実施要項（案）の審議を行います。 

 「自動車検査用機械器具の保守管理業務」の実施要項については、昨年９月の第 56 回入札監理

小委員会で、既に議了しておりますが、このたび、実施要項を変更する必要が生じたため、あらた

めて審議することとしたいと思います。 

 本日は、自動車検査独立行政法人企画部三上部長に御出席いただいておりますので、実施要項を

変更する必要が生じた経緯や変更点について、簡単に５分くらいで説明をお願いいたします。 

○三上部長 自動車検査独立行政法人の三上でございます。 

 それでは、資料に沿いまして御説明させていただきます。 

 まず、資料１－２でございます。今回落札者が決定しなかった経緯、及び理由につきまして簡単

に御説明いたします。 

 昨年いただきました実施要項に従いまして入札を２回実施しております。初回の入札につきまし

ては、10 月８日に入札公告をいたしました。ただ、11 月 26 日の時点で、入札参加資格を満たすも

のがないという形で、一旦不落札に終わっております。 

 再度の入札公告を 12 月 17 日に行いまして、これを受けて２月 23 日に開札をいたしましたけれ

ども、３回入札をした結果、予定価格を上回りまして、不落札という形になってございます。 

 今回不落札になった理由につきまして、開札後に、応札した者から考え方を聴取したところ、次

に書いてあるような内容でございました。 

 まず、定期点検及び校正の業務につきましては、時間当たりの単価を、従前の実績については当

方の実施要項の中でも開示をしていたところでございますけれども、それよりも高い単価を設定し

たということが１つ。それから、当法人から説明としては、基本的には平日に業務をやっていただ

くというようなことの御説明は申し上げていたのですけれども、コース閉鎖時間の数値目標を達成

できないような場合には、土日にやっていただくことも可能であることを申し上げていたところ、

すべて土日に対応するという最悪のケースを想定して、土日対応分の人件費を算定したという大き

な価格上昇の原因であることが１つわかりました。 

 それから、２点目です。修繕業務と消耗品の供給業務につきまして、これは当法人としては、過

去の実績を開示した上で、メンテナンスパックのような形でどれぐらい修繕あるいは消耗品が発生

するかによらず、一定の価格で契約をしたいということで考えていたところでございますけれども、

応札した社は、従前の値は開示されているものの、今後どの程度の修繕の発生、あるいは消耗品の

供給が要求されるかについて予測が難しいということで、リスクを大きく算定したということでご

ざいました。 
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 その２つが大きな理由でございました。 

 それから、今回、説明会等、情報提供を当方からしていたところで、最終的に応札されなかった

方にも理由を聴取しました。主な理由としては、今回、すべての保守管理業務を一括でということ

で入札にかけたわけですが、それぞれの会社の体制、技術力等からして、特に臨時に発生する修繕

業務を一定の期間内で行うというところのハードルが高かったというようなことを伺っておりま

す。 

これが不落札に終わった理由でございますけれども、この理由を受けまして、今後の対応として、

本日お諮り申し上げているところでございますけれども、実施要項の中で、理由の中で大きなリス

クがあるというところでありました検査機器の修繕と消耗品の供給という部分を除きまして、検査

機器の定期点検及び校正、及び重量計の定期検査に絞った形で再度入札を行いたいと考えておりま

す。 

それから、もう一点、時間当たりの単価が大きく上昇してしまう原因となりました土日にも業務

があり得るという懸念を除くために、本日お示ししているものでは、原則として、平日に実施する

ことを明記するという改正をしております。 

それから、本日お諮りしているところでございますけれども、これからの入札の日程等を考えま

すと、４月１日からの実施はちょっと間に合わないということで、本年６月から 23 年の３月まで

の期間に変更するというようなところを主な変更といたしているところでございます。 

以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見・御質問がありましたら。いかがでしょうか。  

○稲生専門委員 今回、残念ながら不落札に終わったということで、特にその１グループさんに聴

取された内容が「・」に整理してございます。各社さんが適正と考える工賃なんですが、なかなか

聴取は難しいとは思うんですが、どれぐらいを彼らは考えていて不落札に。つまり、実際の予定価

格的なものと、そこら辺の数量的な分析みたいなものはなさったんでしょうか。大分違うのかどう

かということがもし公にできるのであればですけれども、それはいかがでしょうか。 

○三上部長 具体的な数字は、当法人の契約実施細則によりまして公表できないことになってござ

いますけれども、当方が実績として考えていたものに比べますと、土日に全て、いわゆる休日のレ

ーバーレートでやることによりまして、これは通常のルールに則りましても、1.5 倍以上のレーバ

ーレートになりますので、そういうレベルのかなり大幅に高い水準の数字が出たということでござ

います。 

○稲生専門委員 そこは逆に言うと、自動車検査法人さんの方ではそういう見積は余り考えずに、

平日と余り変わらないような価格で算定をされてきたのかなということになるのでしょうかね。逆

に考えると、何を申し上げているかというと、随分範囲を狭めてしまったなと。つまり、当初は１

億 2,000 万円ぐらいの経費ベースで考えていたのが、結局今は 5,000 万円ぐらいに大分絞って次回

はおやりになろうということで、勿論広ければいいというものでもありませんし、一方で応札しな

かった会社さんによれば、逆に広過ぎるというふうな御意見もあるものですから、広ければいいと
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いうことはないのですけれども、一般的には効率性を発揮するためには、ある程度曜日も含めてで

すが、そういった幅があった方がいいのではないかと考えられるのですけれども、そこら辺がいろ

いろ積算をむしろ変えるような形で範囲を余り狭め過ぎない方が、もう少し効率的にコストの圧縮

には結果的にはつながるのではないかなとも思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

○三上部長 お手元に検査法人のパンフレットを配らせていただきましたが、これを開いていただ

きますと、検査コースに設置されている機器が真ん中に載っております。今回、この民間競争入札

の実施に当たりまして、当法人が所有している検査コースにある検査機器を、これを包括的に保守

管理を委ねることを最大の主眼にしておりまして。今回、臨時の修繕と、確かにそういう意味では

当初よりも業務を一部狭めてございますけれども、当法人が管理しております検査機器について、

定期的に発生する定期点検とか校正、それから、重量計の定期検査という確実にやらなければいけ

ない業務、これにつきまして、従来は個別に契約してバラバラの事業者に依頼していたことによっ

て、実は、実施要項の 62～65 ページに過去の実際に実施した日程を書いてございますけれども、

従前は、こういった定期点検等を別々に契約をしていたものですから、同じ場所に何回も分けて別

の事業者が入ってやるというようなことで、当方及び事業者とも、余り効率的なことができていな

かったというようなことがございます。今回はこういった機器を一括してやるという、その大方針

は何ら変更はございませんので、そういった意味の包括性は確保されると考えているところでござ

います。 

○樫谷主査 今の御説明の中で、２回とも、結果的には１グループしかなかったということですよ

ね。そうすると、今の１－２の資料の２．の「また、」のところで、応札しなかった理由を聞かれ

たところ、特に修繕について対応することが困難だということでした。この「修繕」を外すと、１

グループではなくて、もう少し入札参加者が増えるであろうと、こういう見通しを持たれていると

理解してよろしいのでしょうか。 

○三上部長 修繕につきましては、当法人の立場からしますと、臨時的にいつ発生するかわからな

い修繕についても直ちに対応してもらえるというような契約が、我々当法人の立場からすると大変

便利な契約なんですけれども、契約を受ける側としては、いつでも修繕をできるように技術者なり、

その部品なりを確保して置くというようなことで、確かに実際にお話を伺ってみますと、そこのハ

ードルが高かったというようなことがわかって参りました。これは、不落札という結果になってか

ら聴取したところでございますけれども。 

 現在、その後、感触としては、臨時の修繕、それから、消耗品の供給１週間以内というような、

ある意味かなりしっかりした体制がないと新規参入しにくい部分が無くなりますと、その他の業務

は、年間の計画を立てて計画的に実施できる業務でございますので、かなり多くの社から前向きな

感触を得ているというところでございます。 

○樫谷主査 ここで入札公告で、10 社に情報提供して、説明会に６社が参加されたということなん

ですが、これは１グループと言ったら、この６社のうちの何社かですか。 

○三上部長 はい、この６社のうちの複数の社でございます。 

○樫谷主査 この６社が競争するという形になるわけですね。その１グループを除いた方が参加さ
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れるということになるわけですね。とは限らないんですか。また別のグループもということがあり

得るわけですね。 

○三上部長 はい。今申し上げましたように、修繕等が除かれますと、さらに多くの社が関心を示

していただいて参加いただけることを我々としても感触としては持っておりますし、この入札公告

後に、従前よりさらに幅広く情報提供をしていきたいと考えているところでございます。 

○樫谷主査 この１グループというのは、部品の機械のメーカーの方が１つのグループでされたと

いうことなんですか。 

○三上部長 はい、そういうことです。 

○樫谷主査 予定価格をかなり上回っていたんですか。それが 1.5 倍みたいな話をされていました

けれども。 

○三上部長 先ほどの 1.5 倍というのは、土日のレーバーレートでございますけれども、これも公

表できないのですけれども、特に修繕費が、過去の実績はお示ししていたのですけれども、修繕を

要する部品の中で、一番高いものですと、3,000 万円ぐらいの単価の部品も検査機器の中に、一番

高いものですが存在するということで、48 ページに出ておりますが、過去の実績で修繕費が 5,000

～6,000 万円ぐらいの修繕費の実績ですけれども、仮に 3,000 万円の単価の部品が故障したとする

と、メンテナンスパックのような契約であれば、その 3,000 万円の修理もやらざるを得ないことに

なると、3,000 万の部品が年間に何件か故障したというようなことを想定して算定したというお話

を後で聞いたのですけれども、修繕費が非常に大幅に割高な結果になっていたというようなことが

ございました。 

○樫谷主査 これは確かに増えていますよね。 

○三上部長 ただ、3,000 万円の部品は、過去に１回ほどそういう修繕が発生しているという程度

のものなんですけれども、リスクとしては確かにあり得るんだというようなことで考えたとおっし

ゃっておりました。 

○樫谷主査 わかりました。 

 今回はやむを得ないような気がしますので、できれば、もう一度次のときには、修繕の方もでき

るようにするには、そういう非常に例外的なものについての扱いを別途考えるようにできればもう

少し。ただ、ノウハウがないとこれだけでは難しいんですけれども、そうでなければ、そういう資

金的な見積の問題であれば、もう少し情報を正しく提供すれば、あるいは例外的なものを除くとい

うふうに考えれば、従来のやつでも参加できるのかなという感触は持ちましたけれども、とりあえ

ず現在では、このようなことでやむを得ないということでしょうね。 

 事務局から、何か確認はありますか。 

○事務局 特にございません。 

○樫谷主査 わかりました。 

 それでは、本実施要項（案）につきましては、入札監理小委員会としては、これで了承したもの

として、実施要項（案）の取り扱いや監理委員会への報告資料の作成については、私に一任いただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○樫谷主査 ありがとうございます。 

 今後、実施要項（案）の内容等に何か疑義が生じた場合には、事務局から各委員にお知らせし、

適宜、意見交換をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 また、自動車検査独立行政法人におかれましては、本実施要項（案）に沿って、適切に事業を実

施していただきますようにお願いしたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

○三上部長 どうもありがとうございました。 

 

（自動車検査(独)関係者退室、(独)労働者健康福祉機構関係者入室） 

 

○樫谷主査 それでは、大変お待たせいたしました。続いて、「医業未収金の支払案内等業務」の

実施要項（案）の審議を行います。 

 本日は、独立行政法人労働者健康福祉機構経理部小池部長に御出席いただいておりますので、意

見募集の結果やそれらを踏まえた実施要項（案）の修正点等について、５分ぐらいで御説明をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小池部長 それでは、当機構の「医業未収金の支払案内業務」の実施要項（案）につきまして、

去る２月６日と２月 20 日に本委員会が行われましたけれども、その委員会で先生方から御指摘さ

れた事項について、若干御説明しながら進めたいと思います。４点ほど申します。 

 まず１点目は、要項（案）の中のページをめくりまして、２ページ目の３．の（１）の（ア）の

上から５行目です。消滅時効の関係でございます。医業未収金の消滅時効の起算日につきましては、

入院と外来を問わず診療行為が行われた最終日であります請求日をもって消滅時効の起算日とな

るように修正しております。 

 それから、２点目が委託管理の関係で、同じページの下から４行目の(ウ)です。委託後に、委託

除外債権と判断した債権は、民間事業者と協議して定めた報告すべき具体的な類型に必ずしも該当

しない場合があることから、これはページをめくりまして、４ページ目の(オ)の②の（ⅰ）に「具

体的な類型」という言葉が書いてありますけれども、その言葉のものを今ページを戻しまして、２

ページ目のところで具体的に括弧書きの中で、「（下記（２）の（オ）に②に定める「具体的な類型」

と必ずしも一致しない場合がある。）」ということで言葉を追加しております。 

 ページをめくりまして、14 ページまで行きます。この中の（キ）の（ⅰ）の（ａ）のところです

けれども、契約の解除の関係でございます。契約の解除の規程におきましては、最低水準を下回っ

たときとか、業務改善指示に従わなかったときについては、事業全体の状況を考慮した上で契約を

解除することができる旨のことを括弧書きで追記しております。 

 それから、下の方の下から４つ目ぐらいの公共サービスの関係につきましても、22 条第１項１号

に列挙されている事項と①の（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）について、それぞれ規程を追加しております。 

 それから、ページをめくりまして、26 ページです。「提案書評価基準」の関係でございます。こ

の中で、重要なものと普通のものの分類をやめまして、ここに書いてありますように、提案書の記
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述されている各項目の内容について評価委員会の委員が以下のような観点から総合的に評価を実

施し、項目ごとに配点の付与を行って、集計するものとする。そのように修正しております。 

 それから、ページをめくりまして、27 ページです。これは前回先生から御指摘がありました提案

書のところでｂですけれども、個人情報保護のところの加点欄について、横線が１本多いというこ

とで、これについては本当にケアレスミスでございますけれども、その線は削除しております。 

 そういったことから、前回の委員会での修正のものについて御了解を得た段階で、２月 24 日～

３月９日の２週間にわたりまして、内閣府の公共サービス改革推進室と当機構のホームページに載

せました。その中では、パブリックコメントの関係については、意見はございませんでした。 

 以上、簡単でございますけれども、審議結果とパブリックコメントの結果について報告します。

よろしくお願いします。 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

 何か御質問はございますか。 

 それでは、私の方から確認の意味も含めてコメントをしたいと思います。 

 事業のモニタリングについてですが、今回の事業は、弁護士法 72 条に抵触しないよう実施され

る必要がありますので、民間の事業者による業務の実施をしっかりモニタリングするとともに、不

適切な業務の実施が見られた場合には厳正に対処していただきたいと思います。 

 ２番目は、入札参加資格ですけれども、今回の入札参加資格については、弁護士法第 72 条との

関係からサービサーに限定したのですけれども、次回の入札での入札参加資格について、できるだ

け広く参加者を募るという観点から御検討いただければということが２点目でございます。 

 ３番目は、サービスの質でありますけれども、今回のサービスの質については、委託した債権か

らの「入金率」のみとしましたけれども、民間事業者の創意工夫を評価する観点からも、民間事業

者による業務遂行の実態把握に努めた上で、サービスの質のあり方について今回の実施もあります

ので、両方踏まえた上で、次回の入札に向けて御検討をいただきたいということでございます。 

○小池部長 それでは、今、先生から御指摘された事項を踏まえまして、今後のスケジュールにつ

いてやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

 それでは、受け入れていただくということで。それでは、実施要項（案）につきましては、これ

まで３回の審議を行いましたが、本日をもって、小委員会での審議は概ね終了したものとして、改

めて小委員会を開催することはせず、実施要項（案）の取り扱いや監理委員会への報告資料の作成

については、私にご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 今後、実施要項（案）の内容等に何か疑義が生じた場合には、事務局から各委員にお知らせし、

適宜意見交換をさせていただきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○小池部長 ありがとうございました。 
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（(独)労働者健康福祉機構関係者退室、(独)大学入試センター関係者入室） 

 

○樫谷主査 長い間お待たせいたしました。続きまして、「大学入試センター試験の出願受付業務・

成績開示業務」の実施要項（案）の審議を行いたいと思います。 

 本日は、独立行政法人大学入試センター総務企画部松ヶ迫部長に御出席いただいておりますので、

意見募集の結果やそれらを踏まえた実施要項（案）の修正点等について、５分ぐらいでご説明をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○松ヶ迫部長 それでは、御説明させていただきます。前回の委員会での意見、それから、いただ

きましたパブリックコメント、これをもとに要項を修正いたしましたので、その点を中心に御説明

させていただきます。 

 １つ目は、要項の 14 ページでございます。③のロ）でございます。「セキュリティ対策」。これ

については、落札者を決定するための評価基準でございますけれども、ここの記述は、プライバシ

ーマークを取得しているかと、こういう記述でございましたけれども、プライバシーマークが必須

項目、それから、ＩＳＭＳが加点項目と、こうなっているけれども、ＩＳＭＳ認証でプライバシー

マークの取得を代替できるのではないかと、こういう御意見をいただきまして、御意見を踏まえて、

意見どおりに修正しております。 

 それから、18 ページでございます。２．の「機器・設備の持ち込み」でございます。２行目のた

だし書きの分でございますが、前回委員会の御指摘を踏まえまして、「セキュリティ対策上パソコ

ンの持ち込みはできないものとする」と、追加させていただきました。 

 それから、20 ページでございます。「契約に基づき民間事業者が講ずべき措置」の「（６）宣伝行

為の禁止」でございます。これについては、センター名、センターのロゴなどを自ら行う事業の宣

伝に用いてはならない。括弧書きでございますが、一般的な会社案内資料等に事実のみを簡潔に記

載する場合にあっても同様とすると。「記載してはいけない」と、こうしておりましたけれども、

事業の落札者については、官報等で公開されると、このようなことを考えれば何か問題はあるのか

と御意見をいただきまして、意見を踏まえて、「簡潔に記載する場合は除く」と、修正させていた

だきました。 

 それから、一番最後の（別紙３）でございます。真ん中の欄で、２つ目の欄でございますけれど

も、現在の「外部資源活用状況」。ここで記述しております各作業と実施要項に示す作業、この対

応を明確にしてほしいという御意見がございましたので、意見を踏まえまして、下段に要項の作業

名を追加してわかりやすくいたしました。 

 このほか、御意見をいただいたわけですけれども、このほかの意見については、要項を読んでい

ただければ御理解いただけるのではないかということで、以上、主な修正点でございます。 

 それから、仕様書関係については、同趣旨のものについては修正したものがございます。さらに、

意味がわかりづらい文言についてはわかりやすく、また、語句の修正、整合性を図り、加えて若干

業務の漏れがございましたけれども、それを追加させていただいております。 

 以上でございます。 
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○樫谷主査 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明について、御質問・御意見があればお願いします。 

○渡邉副主査 いろいろ修正していただいた要項自体についての御質問ではないのですけれども、

意見募集の結果について、意見に対する回答をされていると思うんですが、それとの関係で少し確

認をさせていただきたいと思って御質問をします。 

 意見の中の番号の４で、「作業の効率化を目的として、実施要項で記載されている施設以外で作

業を行うことは可能なのか。実施要項内に明記してもらいたい」という意見があって、それに対す

る御回答として、第２パラグラフのところで「民間事業者の事業所で実施することが可能或いは民

間事業者の保有する設備等によらなければ実施できない作業については場所指定をしておりませ

ん。」と書いておられて、そういう意味では、ここの下のⅡ．に書いてあるものは、限定列挙をし

ているように読めます。私どもが今まで伺っていた御説明としては、データベースにアクセスは極

めて限られていて、まさに施設内にあるときしかアクセスできないとか、秘密の重要性についてい

ろいろ御説明を伺っていたので、主要な業務については、基本的には施設内でやられるのかなと私

は理解しておったのですが、ここに限定列挙されているものを見ると、データの入力作業とか、挙

がってないものもあって、その関係を確認させていただきたいと思った次第です。 

 その質問の裏側にある懸念としては、「どこでやっても自由ですよ」と言ってしまうと、多分民

間事業者は、では、作業に必要な書類とかデータとか持って帰ってやっていいんだろうなというふ

うに誤解してしまわないかというところがありまして。ある意味もし回答が事業者をミスリードし

てしまってはいけないのではないかなという懸念をちょっと持ったものですから、本当に施設内で

やらなくてはいけないことを限定列挙すると、それとこれで足りているのかどうか。もしそうでな

ければ、これは表でやってもらっては困るというのか、やることは禁止はされてはいないものの、

やるのに必要な書類の持ち出しは困るとか、データにはアクセスできませんよとか、まさに打ち消

しの部分がセットになって初めて民間事業者が外部でやれるのかやれないのかというところの確

認が必要になるのではないかと思って伺う次第です。 

○岡松課長 まず、データの入力に関してでございますが、これは業者が入力装置を持っておられ

るところで入れていただくという形になるということを考えております。センターには、そういう

大量のデータを一気に入力する装置はございませんので、それは業者の方に。したがいまして、こ

の場合は志願票ですが、志願票は輸送して、その業者さんのところで打ち込んでやっていただくこ

とになると考えております。 

 それから、各種リスト関係の打ち出しになるかと思いますが、これについても、センター内で印

刷する直前までの形式のデータをつくります。そのデータについては暗号を勿論かけて、輸送の間

に何か事故があっても大丈夫なように暗号をかけて、その業者さんのセキュリティエリア、プライ

バシーマークを認定されている施設でやられるわけですから、そういう向こうのセキュリティエリ

アの中に持ち込んで、そこで開いて、そこで作業をしていただく、プリントアウトしていただくと

いうような形を考えております。 

○渡邉副主査 そうすると、向こうに渡されたデータは消去してくれるだろうという前提でその一
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連のプロセスを進められるということですか。 

○岡松課長 そういうことです。 

○松ヶ迫部長 御心配はごもっともでございますけれども、現時点でもそういうものを外注に出し

て、中にも書いておりますけれども、プライバシーマーク、ＩＳＭＳを加点で加えているんですけ

れども、そういう中で当然業者が責任を持ってやっていただいておるという流れの延長といいます

か、継続でございます。 

 実は、つい最近までは、出力作業などもセンターの中でやっておりまして。いわゆる外部への委

託という観点で検討をいたしまして、それを外へ出したと、そういう経緯がございます。 

○樫谷主査 出せと言われたから出したと。 

○松ヶ迫部長 セキュリティをちゃんとするということで。 

○樫谷主査 プライバシーマークがあれば、それは全部カバーできると見ていいですかね。 

○松ヶ迫部長 そこは当然業者も死活問題でございまして、そこを信用しないと業務自体がすべて

センター内でやらざるを得ない、また、そういう人を重ねてやらなければならないと、こういうこ

とで最低限出せるものという検討をした結果でございます。 

○渡邉副主査 私も全部だめなどと言うつもりは全くないのですが、要は、民間事業者が持ち出す

ものが特定されていて、それがちゃんと破棄されている、あるいはその返却を求めるという形で、

例えば民間事業者同士であれば、秘密保持契約で、例えば秘密指定したものとか、しないものとか、

そういうところまできちんと対応を、現状は今やっておられるということなので、きっと対応して

おられるのかなとは思うんですけれども、要は、何を持ち出されたかわからない状態でとか、そう

いうことは生じないんですねということを確認させていただきたい。 

○松ヶ迫部長 こちらから渡したものをきちんと返していただく。ただ、データを向こうで複製し

て幾つか持っているのはあり得ますけれども、そこはきちんと確認はしたいと思います。何を持っ

て出るか出ないかというのは、こちらで確認して、限定されると思います。 

○樫谷主査 向こうの事業者の方のファイルにはそういう情報は残るんですか。残らないんですか。 

○岡松課長 一時期は残ると思うんですが、それは必ず向こうのプライバシーポリシーで削除する

ことになっているはずですから、それは大丈夫かと思います。 

○樫谷主査 よろしいでしょうか。 

 特に削除するとか書かなくても大丈夫ですね。 

 もう一点、パブリックコメントの番号７のところで、引継簿で、民間事業者同士がやっているか

ら、特に人件費とか、人員を計上しておりませんと書いてありますが、これはそうなんだろうと。

これは引継簿というのは何かあるんですね、ということで理解してよろしいんですね。この中に、

引継簿等で引き継がなければいけないとは書いてあるんですが、引継簿というのはどんなものか記

載されてなかったので、日常の業務日報を書かなければいけないというのがありますけれども、そ

れが引継簿なのか。その辺余り重要な問題なのかどうかわかりませんけれども。 

○岡松課長 仕様書の 62 ページに、こういう形で「授受簿」というのを付けておりまして。 

○樫谷主査 志願票授受簿ですね。 
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○岡松課長 はい。これは何を何件業者に渡ったかということですね。それから、今の現状を言い

ますと、Ａ社からＢ社にパンチ業務を渡すときに、この志願票も渡すわけなんですけれども、その

ときにＡ社からＢ社への渡った数は、この授受簿を使って数の確認をしているというような仕組み

です。 

○樫谷主査 そういう意味でフローチャートの中にそれぞれ授受簿があるので、それをちゃんと。

わかりました。 

 事務局からは特に何かありませんか。 

 それでは、本実施要項（案）につきましては、これまで３回の審議を行いましたが、本日をもっ

て、小委員会での審議は概ね終了したものとして、改めて小委員会を開催することはせず、実施要

項（案）の取り扱いや監理委員会への報告資料の作成については、私に一任いただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○樫谷主査 ありがとうございます。 

 今後、実施要項（案）の内容等に何か疑義が生じた場合には、事務局から各委員にお知らせし、

適宜、意見交換をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 また、独立行政法人大学入試センターにおかれましては、本実施要項（案）に沿って、適切に事

業を実施していただきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

（(独)大学入試センター関係者退室、社会保険庁関係者入室） 

 

○樫谷主査 大変お待たせいたしました。続きまして、「国民年金保険料の収納事業」の実施要項

（案）の審議を行いたいと思います。本日は、社会保険庁運営部年金保険課国民年金事業室西田室

長に御出席いただいておりますので、これまでの事業の実施状況や、それらを踏まえた今回の対象

事業の範囲、実施要項（案）の内容等について、15 分ぐらいで御説明をいただきたいと思います。 

○西田室長 社会保険庁国民年金事業室の西田でございます。委員の皆様には常日頃国民年金事業

にいろいろお世話をいただいておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、21 年 10 月からの新しい市場化に向けまして、まず先に、19 年実施分で実績結果が出

たものがございますので、それを最初に説明しながら、21 年 10 月からの御説明をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料でＤ－１、２とございますけれども、２までは、実施要項そのものになっています

けれども、その考え方を、基本的にＤ－３以降の資料で整理してございますので、Ｄ－３以降の資

料をもちまして内容を御説明させていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 まず、国民年金保険料の 19 年の第１期に係る評価ということで、19 年 10 月から翌年４月まで

の７か月分ということで非常に短いものですから、これをすべてというふうにまだ実績としてはな

いわけでございますけれども、今の状況を御説明させていただきます。 

 まず、１ページ目ですが、もともとは 19 年から本格実施ということで、ここでまず実施拡大し
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たものが 60 事務所ございまして、ここで全部で 60 事務所。次のページの２ページの上のところで、

18 年までの間で既にモデル的に実施してきたものが 35 ありまして。この 35 事務所と合わせた 95

の事務所を本格実施ということで、19 年 10 月から７か月間実施いたしました。 

 その結果ですが、２ページの中段に「実施結果」と書いてありますが、まず、現年度督励納付月

数で申し上げますと、95 のうち 84 事務所が要求水準に達したわけでございますが、残りの 11 事

務所については要求水準に達しませんでした。具体的な数字と申しますと、95 を平均して見てみま

すと、大体目標に対して 120％の成果であったということでございまして、過年度の督励納付月数

については、すべての事務所が要求水準に達しないで、95 の平均を見ますと 79.3 ということで、

大きなマイナスになったということで、この部分についてちょっと補足説明をさせていただきます。

目標と実施に少し波がありまして。目標の場合は１２か月をフラットに毎月書いてあるのですが、

実際に納付月は、年度の前半より後半の方に集まりやすいという事情があるものですから、スター

トが 19 年 10 月の年度後半からスタートしたこともあって、目標の高さよりも実績の方が上回りや

すかったと。反対に、過年度については、次の２月、３月、４月の分が翌年度の４、５、６の中に

入ってきやすい数字があるものですから、そういう意味で現年度、過年度が、120、80 みたいな裏

腹な数字になっておりますけれども、これは年間 12 か月で見ると、ちょうどいい数字に実はなる

のですけれども、７か月のとらえ方ということもございまして、こういう数字になってございます

が、御理解のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それと、次のページで３ページでございますけれども、事業経費という意味では、２つのグルー

プで比較をしてございますが、拡大した 60 事務所については、社会保険事務所がやっていた当時

のコストを考えますと、１か月当たり平均 747.8 円、これが市場化によりまして、平均 300.2 円と

いうことで、ここは社会保険事務所のコストよりも市場化のコストの方が大きく減じているという

ことでございます。次の 18 年度から実施している、これはもともと市場化業者間の比較でござい

まして。18 年度からの市場化業者さんのコストが、１か月当たり 314.7 円で、新たに引き継いだと

ころが 297.5 円ということで、若干低くなっておりますけれども、これは業者さんが市場化後連続

して入ってきたところに、入札のあやみたいなところもあろうかと思いますが、コストも多少減っ

ているのではないかと考えております。 

 そういうことで、その下の評価でございます。そういう意味では現年度が 120％のプラス、過年

度もマイナスの 80％程度ではありましたけれども、結果的に納付率でこれを見ますと、１事務所を

除いては、納付率としては低下してしまったという結果で、まだ７か月で一概に計りはできないの

ですけれども、全体としてはまだまだ芳しい数字にはなってきてないという状況でございました。

ただ、コストだけでは、社会保険事務所から市場化に変わって、一定程度の削減が見込まれたとい

うことでございます。 

 続きまして、４ページでございます。そういう状況を踏まえて、我々なりに課題を考えてみます

と、４点にまとめております。納付督励は行ってきたわけでございますし、それはそのものとして

評価はするのですけれども、未納者が自主的に納付する、いわゆる優良納付者への移行が進まなか

ったということで、優良納付者の割合を見てみますと、市場化になってない 217 事務所におきまし
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ては、全体的に少し下がっているのですが、△1.64％だったのですが、市場化の 95 を見ますと△

2.46％ということで、倍近くの差があって、ちょっと厳しい数字になったのかなと考えております。 

 それと、２点目としては、要求も、督励納付月数が全体の納付月数の約５％ぐらいの程度になる

ものですから、その納付督励月数だけで全体の納付率のウェイトをはかるのはちょっと難しい面も

あったのかなと考えます。 

 それと、３点目として、督励の数をはっきりする意味でも、納期から１か月置いたものを対象に

したということもございましたが、この１か月遅れの納付月数が前年よりも低下したという状況が

ございました。 

 それと、４点目として、督励内容が、社会保険事務所のときは、一定程度集合徴収なども含めな

がら、職員が直接動くような戸別徴収等を中心にやっていたわけでございますけれども、市場化業

者さんはそういうところが小さくて、電話中心になったということで、そういう意味では一概に評

価は難しいですけれども、社会保険事務所時代と比べると、もう少し督励する手段があるのではな

いか。今のままでは督励が不十分ではないのかなと考えております。 

 それと、既に 19 年４月から３期構成で走っています。それ以降は、19 年を踏まえた反省も含め

て２期目以降の取り組みでございます。１つは、我々も業者さんとの接点の中で、まだ純粋には民

間の意識でやっているのですけれども、公益事業というものの認識を一つ持ってもらわないといけ

ないなという認識があるものですから、こういった市場化テストの目的等について、事業者さんと

よく意見を交わしながらこの意義を理解いただくようにしていただいております。それから、進捗

管理も、今まで以上に適正な進捗管理をしながら、お互い、何がよくないかということを認識しな

がら進めていきたいということ。３点目では、この要項の中では、現実の業者さん等への指導・助

言などは、事務局・事務所が中心にやることになっているのですけれども、このままの状況を見ま

すとどうかということで、我々本庁自身も一定サイクルの中で業者さんとの意見交換をしながら、

事務局・事務所では見切れないところも、本庁も少しベースをつくってやっていこうということで、

事業者さんからも四半期に１回程度はそういう打合せを持ってもらった方がいいという意見もあ

りまして、そういう強化を進めてまいりました。 

 これが今の７か月ですけれども、19 年から進めているものの評価でございます。 

 続きまして、そういう状況を踏まえながら、21 年 10 月から、今 127 の事務所が残っているわけ

ですけれども、この 127 の事務所が督励をやるということでございまして、その内容について、資

料Ｄ－４の資料で御説明申し上げたいと思います。 

 １ページ目でございます。 

 業務内容としては、①として、今までの督励に加え、同じ督励ですが、免除勧奨も併せてやると

いう内容にしたいということでございます。期間としては、21 年 10 月１日から３年間 24 年９月

30 日までにしたいということでございます。ただ、この間においては、いろいろな社会保険庁の機

構改革もございまして、来年 22 年１月から年金機構に変わるものですから、国の契約から機構の

契約ということで、３年間のタームは同じですけれども、契約方式は、そこに分割した契約方式を

選択せざるを得ないという面がございます。３点目として、契約地区ですが、後でまた、地区の区
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割りについては御説明させていただきますけれども、11 地区で 127 事務所で実施をしたいという

ことでございます。それと、要求水準というか、期の設定ですが、一応ここで５期と。結果的に、

今まで３期だったのが５期になっているわけですが、１期、２期はそういうことで、もともと７か

月だったのが、国の期間と機構の期間に分かれるがゆえの分かれ方で、これも国の契約の手続上し

ようがないのかなということを思っておりますのと、最後の５期目のところも、今は 17 か月でや

っているのを年度単位に分析をしながら図っていくという意味では、年度単位の概念もここに持ち

込んでこういう構成にさせていただきたいなと考えております。 

 それから、委託費の増減。これについては、また、後ほど詳しく御説明をさせていただきたいと

思います。 

 ６．の入札関係についても、企画提案書の点数の変更をしたいということで、今、総合評価の中

で、企画 400、金額 400 で 800 点にしているのですけれども、もう少し企画のウェイトを高くして、

企画 800、金額 400 で合わせて 1200 にしたいということで、どうしても今は、本ちゃん実施で 19、

20 と繰り返しているのですけれども、変な言葉かもしれませんが、安かろう悪かろうみたいな様相

へちょっと流れているものですから，企画のウェイトをもう少し高めていきたいと考えています。 

それと、２点目として、「プライバシーマーク」を取得していることを追加ということで、これ

は今回初めてなのですが、これも 19 年からこの事業をやってきまして、特に今年金記録問題もあ

ることもあるのですけれども、まずはこういう督励をなぜ民間の業者にやらせるのかという一般国

民からの声が非常に多ございまして、いろいろな説明をするのですけれども、なかなか御納得いた

だけないということで、私どももこの事業をやるに当たっては、納付書とか、いろいろな機会を通

じて、ホームページも含めてですけれども、広報しているのですけれども、なかなかご理解いただ

けない。そういう中で、ましてや、我々の個人情報を何でそういう業者に渡すのかというような御

批判も随分ありまして。そういう意味では一応今までも適正にやっているつもりではございますけ

れども、いろいろなそういう国民に対する説明責任も含めて、今回こういうふうな形で追加させて

いただきたいと考えております。 

具体的に１ページからになりますが、まずは、対象期間として、今まで、納付期限から１か月経

過のものを対象にしていたのですけれども、ここにもいろいろな課題がございまして、この１か月

を置かないで、すぐに納期を過ぎたものから納付督励の対象にしたいというのが①でございます。 

②が、第２回までは入れてなかったのですが、今回から、納付免除の督励業務を加えたいという

ことでございます。 

次のページの２．の期間は、今、口頭で御説明した内容のそのままでございます。 

３番目の契約地区でございます。ここの【改善】に３点書いてありますが、今までの契約単位は

あるのですけれども、多少その単位は大きくはしているのですけれども、一定程度の事業単位にし

て、リスク分散を考えながらやっていきたいというのは基本的には考えています。２つ目として、

22 年１月から、今、社会保険事務所の管理を各事務局 47 が管理しているわけですが、これを全国

９ブロックに分けて管理していこうということになるものですから、この契約の単位を、そのブロ

ックをまたがないように一応考えた単位にしたいことと、業者さんも今までの事業の参画を見ます
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と、今までの単位の倍程度の規模にしても十分にやっていけるのではないかと考えているものです

から、３番目は、規模を倍程度にしたいという３点を念頭に置きながら、地区割を考えてみました。  

その地区割の考え方はＤ－５という次の資料でございます。同じ内容をお示ししているわけです

が、６ページの左側の表ですが、基本的には、ここに色分けしてございます全部で 17 グループに

分かれているのですけれども、この 17 のうち、７番の南関東の東京と 12 番の近畿の大阪について

は、これをもう一つずつ分けないとまずいのかなということで、全体的には、今段階的に進んでい

るものを一括して見直すときには、19 のグループみたいなものを意識しながら契約単位として考え

たいなと。そういう前提の中において、今 127 をどんなグループにしようかと考えておりまして、

そのグループが赤い枠でくくったのが 11 ございますけれども、基本的には契約の単位はこのブロ

ックの中に置かせていただいて、規模も 50 万件以内に収めるようなことをしながら、規模と単位、

管理のしやすさを総合的に勘案して、こういうブロックにしたいということでございます。 

それと、先ほどの資料に戻っていただきますと、４ページでございます。要求水準を別紙によっ

て御説明をさせていただきたいと思います。Ｄ－６という資料でございます。１ページ目はまだモ

デル段階ですが、17～18 年度のときにやってきた現年度の要求水準の出し方、これは赤い枠の中

でございますけれども、こういう枠でやってきましたが、２ページ目は、まだまだ右肩上がりで数

字が伸びていく状況だったものですから、よりその効果を出そうということで、赤枠で督励月数だ

けを絞ってやったわけでございます。それは先ほどの 19 年度７か月だけの評価ではございますが、

いろいろな課題が出てきたものですから、そういった課題を勘案しながら３ページでございます。

見た目には 17～18 年度みたいな目標水準の枠組みでものを考えていく必要があるのかなと考えて

おります。そういうことは改善点に書いてございますが、もう少し後で細かく説明しますが、一応

17～18 年は前年の実績をそのまま載せたのですけれども、19 年からは前年の実績＋加算率という

ので努力値を載せているわけですが、そういう考え方はこれからも同じように考えたいと思ってい

るわけでございまして。そのときに、今、社会保険の中で納付率 80％を実際は持っているのですけ

れども、この 80％はなかなかハードルが高うございまして。今一番現実的に社会保険の中で実現で

きている 67.1 は、17 年度の数字です。この 17 年度の数字はとりあえずこの３年間の中で元に戻

すと考えたいなと思っていまして、今、4.32 のすき間があるんですが、この 4.32 のすき間を各期

に分けて、目標水準に上乗せするという形にしていきたいなと考えています。１点目はそういうこ

とです。 

 ２点目としては、月数のとらえ方を督励納付だけの件数というので区分するのはなかなか難しゅ

うございまして、これを総納付月数にしたいということでございまして。これも今までの 19・20

年度の要求水準では、督励納付月数だけ見ていると、当該１年目で達成しない部分はそのままみん

なこぼれ出てしまうことになるものですから、総納付月数によって２年目３年目にもそこのところ

をその事業者さんに併せてトライしていただけるような仕組みも必要ではないのかなということ

で、結果的には 17 や 18 みたいなイメージになるかもしれませんが、総納付月数を改めてもう一回

納付月数にしたいということでございます。当然そうすることによって対象月数が１か月以内のも

のも入ってきますということと。 
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４番目として、口座振替ですが、口座振替も 17、18 から 19、20 といろいろ紆余曲折がありま

すが、結果的に 19、20 の要項でやってみましても、なかなかインセンティブが働いてないのが現

実でございまして。最近、優良納付もちょっと落ちているんですね。優良納付が落ちている原因は

何かということを挙げますと、確かに１つは、今の社会経済情勢で、保険料を納める人の財政の厳

しさもあるかもしれませんし、ここ２、３年の年金記録への逆風もあるかもしれませんけれども、

そういうのを数字で見ていくと、口座振替率の落ち方もやはり同じぐらいのウェイトで落ちている

わけです。口座振替をしっかり確保していかないと、優良納付者という基礎的なところの納付の向

上にはつながらないということで、もう一回口座振替に要求水準を設定して、努力していただける

ような設定をしたいと考えています。 

それと、同じような中身ですが、それをもう少し具体的にしたのが４ページです。この枠の中は

非常に細かくて見にくくなって申しわけございませんが、オレンジの部分が過年度の考え方で、そ

の上が現年度の整理ですが、ピンクの部分がもともとは納付督励をする対象者数があります。その

上に、その対象者をどんなふうにして見ていこうかというのは、その上のブルーなり、薄い緑のと

ころで示しているものでございますが、１つはそういうものに相対的に現年度の総数で要求水準を

１つ作ろうということに加えて、２つ目として、優良納付要求水準が真ん中にあるんですが、これ

は負のハードルではなくて、プラスのハードルで、要求水準を設定し、優良要求水準の上を超えれ

ばお金を払う。だけど、下回ったときにはマイナスのペナルティは取りませんという概念ですが、

こういうハードルもつくることによって、事業者さんの方がインセンティブが働かないかなという

ことで、そういうハードルを付けさせていただきました。その横にある口座振替も新たに目標にさ

せていただきますということと。そのちょっと右隣に、免除の勧奨がありますが、もともとこれは

納付督励対象者数と免除は、所得を見て大体区分けができていますので、その所得を見て免除対象

者は別途免除の勧奨をしていくというふうにしています。そういう意味では、今までにちょっとプ

ラスアルファが付いています。それと、一番下のオレンジの部分も、過年度というのを、今まで、

１年度目の過年度も２年度目の過年度も同じような枠で管理をしておったのですけれども、これを

今回１年目と２年目を分けました。１年目２年目のところの水準の考え方は 10 ページに書いてあ

ります。今回初めて設けましたが、最低水準と要求水準のものの考え方ですが、要求水準そのもの

は、17 年度のベースに一回持っていきたいということであって、17 年度の実績を申しますと、現

年度で＋2.7、過年度で＋1.8 を要求水準にして、もう一つ最低水準が、最も低いものは 16 年度の

ことですが、16 年度の実績を見ると、最低水準として一番低かった例が 2.2 と 1.6 なので、今まで

の過去の中で一番低かったところを最低にして、17 年度を基準にしようというところを一応要求水

準にして、過年度１年目２年目の区分をして、目標水準・最低水準を設けたいと考えております。

大きく言えば、こういうことでございまして。 

次に、７ページの免除でございますが、ここは初めてのことになるわけですが、免除については、

今まで督励は月数で要求水準をつくらせていただいたのですが、７ページの３．の要求水準ですが、

免除は、全額免除、学生の納付特例とか、若年者猶予とございますが、この数字の実際は年間の承

認件数がございまして、この承認件数をベースに要求水準をつくっていこうと考えています。ここ
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の要求水準のところに書いてありますが、実際はこの数字の押さえ方というので非常にテクニカル

な面でお示ししてございますけれども、今、20 年度末に、これから３月末で出ますと、この免除の

見込率が出ますので、この見込率に×135.69 ですが、免除は毎月見ていきますと、遡及してそうい

う人はいろいろな動きが１年間の中にあるということですけれども、これを実際の承認件数のもの

さしで見ると、大体 135.7％ぐらいの実際は承認件数になるというのが、今私どもが実際に管理し

ている件数のあらわし方ですけれども、それを基本的な要求件数のベースにしたいということでご

ざいまして。それに加えて、これも努力値ということで、加算率ですけれども、これも過去３年の

実績として、0.47 が、これも 10 ページの一番下のところに過去の実績で、平均伸び率 0.47 があり

ますが、これを丸めて 0.5 という形で、単年度当たり 0.5 ずつ上乗せした加算率にしていきたいと

いうのが免除でございます。最低水準はそういう意味では 20 年度のベースの免除率のままで、上

乗せをしないでずっと３年期間見ようということで、８ページでお示ししてございますが、免除率

は同率をずっと使っていくということで、0.5 の上乗せはしていかない。これをずっと３年間ベー

スに置いておくと考えたいと思っております。 

９ページが口座振替でございます。口座振替も新たに要求水準を設けたいということでございま

すが、具体的な考え方としては、私どもで国民年金推進員は現実にこういう数字を今現在取ってき

ております。それの 127 事務所で実績として数字がございますので、その実績数を平均して、その

件数を要求水準としたいということでございまして、これが今までの 16 年から 18 年までの実績を

平均数字にすると。17 とか 18 のところで、事務所の前年の実績ということになると、事務所間の

実績のばらつきが非常にございました。これは業者さんにばらつきをそのまま持っていくのかはど

うかなということで、これは 127 の全部押し並べて平均にした水準にしたいと考えています。ここ

が今までとちょっと変えたところでございます。 

時間の関係で簡単にご紹介しましたが、ざくっとはこういう考え方であって、正直なところ、テ

ストも含めれば４年次重ねてきたわけですが、なかなかうまく結果を出せてないことと、この結果

が出せてないのは、市場化だけではなく、今の社会経済状態、または年金を取り巻く逆風みたいな

ものも当然あろうかと思いますけれども、いずれにしても、結果としてはそういうことを飲み込ん

だ成果を我々としては出していかなければいけないと考えていますし、今、国会等でも、19 年実績

で言えば 63.9 というパーセンテージについても、これではほとんど社会保険の体を成していない

ではないかという御指摘もあって、何とかこれは国民に信頼をいただけるような制度にするために

も、納付率の向上は絶対使命でございますので、そういう使命を果たすためにどうしたらいいかと、

我々も半年間随分悩んできて、こういう目標水準の設定を今日御相談させていただきたいというこ

とでございますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○樫谷主査 ありがとうございます。 

○渡邉副主査 納付率の向上が必要であることとその重要性は十分に理解しているつもりではあ

るのですけれども、この要求水準のとらえ方を拝見すると、それを受注する民間事業者のリスクで

納付率を上げることにならないかという懸念を、御説明を伺っているとちょっと思ったので、御質

問したいと思いました。 
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○西田室長 １つは、今までは要求水準の分だけ、督励の分だけで数をとらえますと、現実に成果

に達してないところがこぼれていくわけですよね。だから、そのこぼれていくものを、今までは単

年度でやるのではなく、３年間ずっとこぼれ放しで行ってしまうという今までの結果があったもの

ですから、そのこぼれは３年間の中で合わせてフォローしていただくというのが基本かなというの

が一つの考え方でもありますし。事業者さんが納付率のための事業企画のときの一つのアプローチ

としても、ここだけに絞るというのではなくて、全体戦略を考えていただくためにもそういうアプ

ローチの方がいいのかなということで、こういう今回の設定をさせていただいているのですけれど

も。言葉はちょっと難しいのですけれども、事業者さんにつけ回しという、こういう設定方法の中

で事業者さんとしては幾らの値段をつけますかということにも一面なるのではないかと思います

ので、コストありきでこうやってくださいというよりも、こういう仕掛けだったら事業者さんだっ

たらお幾らでできますかという提案ではないかと思っているのですけれども。 

 もう一つは、先ほど安かろう悪かろうというところも、ここまでお話し申し上げていいのかわか

りませんけれども、最初の１年目が予定価格の 70％ぐらい、次の 20 年が予定価格の 60％を切るよ

うな数字になってきていまして。結果的に事業者の方はその金額以上のことはなかなか実際は仕事

ではね返してやるというのは多分難しいのではないかと思うんですね。そういう意味では我々はコ

ストアップがありきではないのですけれども、仕事とのリンクを考えたときに、もう少しコストは

上がっても、仕事の成果を出していくという仕掛けにしていかなければいけないのではないかと。

あとは、この設計に対して事業者さんがどういう値をつけるのかなということではないのかなと私

どもは考えております。 

○渡邉副主査 別に私は先にリスクがあるからだめだと申し上げているつもりではないのですけ

れども、御質問申し上げたい趣旨は、要するに、受託業務の内容と納付率の向上というその目標が

ミスマッチになっていませんかということです。要するに、発注する側と受注する民間の関係は、

目標はそれぞれあるでしょうけれども、基本はこういう内容の業務を発注し、受託し、それに対し

て対価を支払うのが基本的な関係だと思うんですよね。それがどんなに大きな目標があろうと、契

約の基本はそこになると思うんですね。 

 そのときに、今のこの仕組みを拝見したときに、依然として発注する業務の内容は督励業務とい

うことになっていて、督励業務の内容は、未払い、それが１か月内のものを含めるかどうかは別と

して、あくまで支払が生じていないものについて、納付が遅れているものについて督促しましょう

というのが今の業務の柱になっていて、多分、今度免除の奨励部分が入るので、若干そこは変わっ

てくるとは思うのですけれども、そういう発注する業務の内容と、それに対して対価を支払います

と言っていることと、納付率の向上を大目標としてはわかるのですけれども、結果の評価という場

面になって突然納付率の向上ということが出てきています。民間事業者としたら、自分が頼まれて

いて、その頼まれる業務に対して値付けをして応札するという形の基本に、何かその大目標が突然

加わって、一体その大目標のための値付けの問題だとおっしゃるのですが、では、発注・受注しな

い業務に対して値付けするのかというのが１つあります。 

 もう一点申し上げると、このままの経済状況でいけば、放置すれば、今まで優良未納者だったも
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のもそうではなくなる、未納者に転化してしまうリスクはそれなりに大きいと思うんですね。その

ときに受託業務の範囲としては、相変わらず未納の人に「支払ってください」という督促にしてお

いて、今まで優良だった人を放置しておけば転化してそうでなくなる部分については何も発注も受

託もしないけれども、でも、その結果については評価して、要求水準に達した、達しないというこ

とをされるのかなというふうに読めるものですから。そうではなくて、今の納付率の向上をもし目

標として具体化して、それに対して値付けするんですという御説明だとすると、何を発注されて、

どの部分について値付けをされて、納付率の向上になるという説明になるのか、すみません、ちょ

っとそこがよく理解できなくて質問をしたかったんですね。 

○西田室長 そこのところは、優良納付者については、私どもももともと納付督励は発生していま

せんので、あくまでも未納者にしかこの仕事は。大きく分けて、免除と納付督励を別にすれば、今

の納付督励というところに絞って御説明させていただきますと、もともとは納付督励は未納者にし

か対応しないので、あとはものさしのつくり方の問題であって、転化という意味で私たちは考えた

わけではなくて、優良納付者については当然そういうアプローチは私どもも今までしていませんし、

事業者さんもする必要は全くないわけなので、そういう意味では問題は、１か月過ぎたり、遅れて

放置しておくと、変な話ですが、納付をお願いする人とその関係で距離が離れていけばどうしても

この率が下がっていく。だから、そういう意味では常にこの距離感を離さないような事業管理をし

ていくための概念かなというふうに私ども受けとめているのです。 

○渡邉副主査 それは、１か月未納の人を督励対象業務に入れるかどうかの話だと思うんですね。

別にそこで質問しているわけでは全くなくて、要するに、今まで優良の人は業務の対象に入ってい

ないのに、今のお話だと、何かそれも含めて対価を設定して値付けするという御説明のように聞こ

えてきます。要求水準に入れて評価するのは、確かにそういうことになるのかなと思うんですよね。

そこの部分の理屈がわからないので伺いたいという質問なんです。 

 要するに、今の説明ですと、頼んでない業務について応札するときに値付けをして応札して、そ

れをまた払われるわけですよね。そこの理屈がよくわからないので伺っているんですけど。 

○西田室長 もうひとつ御説明ができるかどうかわからないんですけど。頼んでない業務というか、

納付督励全体は、今回位置づけは、納付督励という業務は同じなので、そこにどういう概念で納付

督励をするかということだけだと思っていますので、頼んでない業務とかということはないのでは

ないかとはまずは思うんですけれども。 

○稲生専門委員 実施要項の２ページから３ページ目のところに、「対象業務の内容」ときちんと

書いてあるわけですよね。この中に、納付率の向上に結びつくような、納付期限内の納付も含めた

ような何らかの納付率の向上の業務も入っていれば、恐らく渡邉副主査も納得できると思うんです

が。これを読んでみると、（１）の（ア）は、保険料滞納者に対する云々ですよね。(イ)で赤で書か

れているところも、保険料滞納者に対するところがあるわけですね。３ページの（ウ）がどうかと

いうと、「被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務」ですから、また、これも別の

話ですよね。そうすると、全体の納付率を上げることについて、もっと言うと、今回広げて主眼に

されたいと言っておられた納付期限内の納付の部分については実は書いてないのではないかとい
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うことで、そこを明確にしたらいいのではないかということを恐らく渡邉副主査の方はおっしゃっ

ているのではないかと。 

 確かにそのことはおかしくなくて、１ページ目の一番下に「本事業の基本的な考え方」とあって、

（１）を読んでいって、２ページ目に行くと、「滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的

な保険料納付に結びつけ」とあるわけですから、おやりになりたいこと自体は問題ないとは思うん

ですが、ただ、そこは対象業務の中にきっちりと書き込んだ方がいいのではないかということを

我々は申し上げたいということですので。 

○西田室長 わかりやすいような表現が必要ではないかと。その点は私どもの不行き届きかもしれ

ません。 

○樫谷主査 全体の納付率を上げるための発注をしたということですよね、ある意味では、広く言

えば。 

○西田室長 まあ、そうですね。 

○樫谷主査 それの知恵を貸してくださいと。それについて、知恵と値段と両方勘案して決めます

と。だから、ものすごくすばらしい提案があれば、必ずしも値段ばかりではありませんと、こうい

うことを言っているわけですね。 

○西田室長 はい。今の御指摘は、もう一回文書としても十分に考えさせていただきたいと思いま

す。 

○樫谷主査 渡邉副主査がおっしゃったようなことが、ここから言うとそういうふうに読めないけ

れども、全体を責任を持たされるみたいなイメージに聞こえてしまいましたので、そういう意味で

はいろいろお話を聞いている範囲内では何となくわかるような気がするんですが、それを明確に書

いていただいた方がいい。つまり、優良のところについても落ち込まないようにちゃんとサポート

するんですよと、その知恵も含めて貸してくださいということですよね。 

○西田室長 はい。わかりました。 

 それと、先ほどの説明の中で、委託費の増減のところをもう一つ追加して御説明しなければいけ

なかったのですけれども。そういう意味では分母と分子の関係がちょっと大きくなったものですか

ら、分母が 15～16 倍ぐらいにふくれ上がることもありまして、基準の説明の４ページの委託費の

増減のところでございますけれども、増減 0.1％に対して 0.3％、３倍付けの増額・減額の整理をさ

せていただきたいというところでございまして。この考え方は、今の納付対象月数だけでの増減が

あるんですけど、それを原則基準にして分母が広がったものですから、それ見合いの率に変えたい

というのが基本的な考え方でございます。 

 免除承認については、これは 0.1％で倍づけではなくて、そのままの率で当該割合をそのまま上

限に使いたいということでございますということと。口座振替については、１件の増減で、先ほど

承認件数で見ると言ったものですから、今、大体１件 1,500 円程度ですが、これもマイナスだった

らマイナス 1,500 円、プラスだったらプラス 1,500 円という増減で考えたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

○稲生専門委員 それから、全体の納付率を上げること、これ自体が今回業務対象に多くとらえら
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れている。それを前提に話をさせていただくと、例のＤ－６の要求水準の設定というペーパーの１

ページ目に平成 17 年度と 18 年度実施分の状況が書いてございまして。その（実績を踏まえた課題）

の①に「優良納付を含むため、業者の督励によって得た成果がわかりにくい。」という書き方がさ

れているにもかかわらず、今回、そういう意味では納付率全体を向上させるために、あえて優良納

付者も対象にするということであると思うんですが、結果的に、その成果を上手に測れるのかなと

いう、そこについてはどういうふうに考えれば。今まで説明があったかもしれないんですが、もう

少しかみくだいて御説明いただければと思います。 

○西田室長 そこは、そういう要素があって、本格実施する 19、20 には、督励対象だけに絞った。

これは変な言い方ですが、当時、16、17 と納付率も右肩上がりの時代だから、より右肩のインセ

ンティブをつけるために、プラスの要素というところだけに絞って要求水準をやった方が、より業

者のインセンティブが働くのかなという要素も裏腹としてあって、こういうセットにしたわけなん

ですけれども。今の時代になりますと、今度は、プラスの要素ではなくて、右肩下がりの要素にな

ってしまったものですから、そういう意味では下がりのリスクをどうやって抱え込んでいくかとい

うふうな考え方が変わったものですから。実態の市場がプラスの右肩上がりからマイナスの右肩下

がりに変わった状況が、今回 21 年の中で変化として反映させていただきたいという意味でござい

ます。 

○稲生専門委員 それから、具体的に優良な方も含めて納付率全体を上げることについて、どんな

ような業務を民間さんに期待しているのかということなんです。つまり、それは結構出来そうに見

えて、民間さんからすると、期限が過ぎているのであれば、ある意味ではターゲットに対する手は

打ちやすいと思うんですね。要は、戸別訪問が一番いいんでしょうけれども、「お願いします」と

言えるんですが。まさに、通常納付している方の状況を把握しながら、それで危なそうとか、そう

いうのはなかなか判断は難しいと思うんですよね。そうすると、恐らくできることは、民間さんは

ＰＲ業務をして、チラシを配布するとか、ネット上にいろいろ出すとかということになろうと思う

んですが、つまり、それほど費用対効果を望めるようなことなのかなという気もしてしまいまして。

目標と実際に出来そうなことがなかなかギャップも大きいのかなという気もしまして、要求水準に

入れれば入れるほど、期待すればするほど、逆に言えば、要求水準を達成できないという事態が生

じないのかなという懸念もあるんですが、そこはどうでしょうか。 

○西田室長 そこは、ものさしの取り方だけの話でございまして。優良納付者に対して何かのアプ

ローチをすることは実質的にはないだろうと思っているんですね。ただ、大事なことは、１か月過

ぎたり、そのままにしたときに、未納者に対して余り長く放置するようなアプローチの仕方が続く

と、結果は優良納付者の減につながると。ただ、具体的には、１か月内の人も丁寧にやってくださ

いね、それから、今、口座振替をあんまりアプローチしてないのですけれども、未納者に対しても、

１か月なりにしても、口座振替をしっかりアプローチしてくださいねとか、あとは前納という制度

もあるわけですね。未納者に対しても、前納という制度を大いにアピールして、１年前とか６か月

前とかいろいろございますから、こういう人たちにそういう制度の知らしめと、そっちに移行する

ような、そういうアプローチをしてくださいということで、既に優良納付者として納めている方に
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対しての直接アプローチはないんだろうとは思っています。 

○稲生専門委員 恐らく、そのことがこのペーパーの３ページの【成功報酬の算出方法】の３つ目

の要求水準には達しなかった場合には減額措置は行わないということで、ペナルティまでは科さな

いということになるわけですね。 

○西田室長 はい。インセンティブを課すという要素の方を強く考えております。 

○稲生専門委員 そこは理解できました。 

○佐久間事務局長 今の関係なんですけれども、優良納付者であっても、口座引落にされてない方

はいるわけですね。そういう方の方が未納者に落ちる率が高いのではないかと思うんですが、何ら

かの事情があって、忘れるとか、いろいろなことが起こりやすいわけですよね。引落にしておけば、

忘れていても、とにかく引き落とされてしまうわけで。その辺のアプローチは、今、何らかやって

おられるんですか。 

○西田室長 大きく区分けいたしますと、まずは、優良納付者は、今回の事業でも対象になってな

いように、今おっしゃる方でも、ちょっとでも未納になったら、すぐ１か月以内から今度はこちら

の督励対象でアプローチしましょうねということでございますね。口座振替は、もともと優良納付

者の中でも口座振替のアプローチが必要なんですけれども、ここのところは今回の委託対象ではな

いものですから、社会保険が自らダイレクトメールとかそういうことを使いながら、口座振替でな

い優良納付者に対しては、引き続き口座振替の勧奨はやっていこうと。今の優良納付者の中で、お

金で直接納付よりも口座振替にしてくださいというアプローチは、今回の市場化の対象ではないも

のだから、それは今までどおり社会保険がダイレクトメールやいろいろな手法を使っていきましょ

うという部分で、口座振替はそうやっていますと。その口座振替ではない人が、納付忘れとかそう

いうのが発生したら、今度は１か月目からの未納者としてこの納付督励の対象に入ってきますから、

なるべく速やかな督励対象にしていこうという、優良納付者と督励者の切り分けはそこでできてい

るということなんです。 

○樫谷主査 今の中で、全体の率を上げるには、優良納付者に対する口座振替の勧奨をした方がい

いという提案が出た場合は、どう対応されますか。 

 総トータルを上げるには、まず口座振替をどんどん実施した方がいい。これは未納者だけではな

くというようなご提案が出てきたときには、つまり、総合的にいろいろな提案が出る可能性があり

ますよね。そうすると、もっと根っこから言ってくる可能性がありますよね。そんな場合はどうい

うふうに考えられるのか。 

○西田室長 実は市場化のルールがあって、これは督励対象者だけとなっていますから、今の部分

では、ちょっとだめですということなんですけれども、そういう話もあれば我々も検討材料だと思

いますし、次のサイクル等にはそれを一つの検討材料にしていかなければいけないのかもしれませ

んけれども。 

もう一つ、今までの事業者と話していますと、結果的に口座振替は、ダイレクトメールとか何か

よりも、私どもで推進員とか職員が直接本人の自宅へ訪問して、それで取ってくるのがほとんどな

んですよ。電話なり、ダイレクトメールで「口座振替をお願いします」と言って、「はい、わかり



 25

ました」と言ってくれる人は実際はほとんどいないのです。だから、そこには手間がかかるわけで

すね。だから、事業者さんも 17 年からやってきたけれども、そこは手間がかかって、かつ、なか

なか難しいものですから、今、電話中心の勧奨になっているのを、事業者さんが戸別訪問中心にや

っていかないと、なかなか口座振替みたいなものを取るのは実際難しいのではないかと考えられま

すので、事業者さんがそういう基盤を整えてくるまでの意識があるのだったら、こちらは大いにあ

りがたい話なんですけれども、今のところの実施状況だけから見てみると、そこのところに手を出

してくるのは、少なくとも４年間やってきて、向こうはなかなか手を出してきてない。そこは、も

う一つは市場化の大きな区分けとして、督励対象と対象ではないこともあって、社会保険が自ら今

までどおりやっていきます。そういう意味では、ダイレクトメールと、職員を使って、引き続きや

っていくということではないかと思っております。 

○樫谷主査 要するに、口座振替をする方のインセンティブですよね。それの方が掛け金が若干返

金になるとかというのは、今少しあるんですよね。 

○西田室長 これは今広報もいろいろ随分やっていまして、口座振替すると、国民年金だけなんで

すけれども、普通は、例えば３月分は４月末までに納めてもらえばいいのですけれども、これを３

月中に納めると 50 円割引になるわけです。それとか、前納とかいろいろなほかの割引もございま

すけれども、一番新しいのは、今回の 16 年改正の中などで、納めやすい環境づくりの中に、口座

振替を促進するという意味で初めて国の制度の中で 50 円割引を導入しています。 

○樫谷主査 50 円はどんな金額なんですか。 

○西田室長 そこは、多分スタートのときは、利率見合いだというふうには思うのですけれども、

制度のスタートのときには、一定の割引で、ほかにものさしがあまりないものですから。 

○樫谷主査 回収コストは、集金に行ったり、またいろいろかかりますよね。だから、金利だけの

要素じゃなくて、もっといろいろな、リスクがより減るとか、回収の優良がよりできやすいとかい

うことも含めてコストを弾いて、勿論そのコスト以内で割引率をおさめないといけないわけですけ

れども、そんなようなご提案が出ればいいかなと思うんですけれども、今回すぐ出るかどうかは別

としてね。 

○西田室長 事業者側からいけば、先生がおっしゃるようなところはまさにあると思いますけれど

も、その事業費をそのまま個々人のメリットにはね返していいかどうかは私も判断がつかないので

すけれども。 

○樫谷主査 その中の半分をやるとか、そうすると半分はメリットがあるわけですよね。そんなよ

うなことも提案をしてもらったらおもしろくなる。それは今回はあれだと思いますけれども。わか

りました。 

 それから、提案の企画の勝負とコストですよね。今までは、こういう要望があって、これをやっ

てくださいということですよね。これで幾らですよと競争をしたわけですが、実はこれなのか、こ

れなのかわからないですよね。要するに、企画は、こういう提案をする人もいるし、こういう提案

をする人もいる。そうすると、一般的に言うと、最低価格とか、予定価格はどうやって出すんです

か。つまり、こういう提案をしたら 10 億円かかります、そのかわりものすごい効果が出ましたと。
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こういう提案だと１億円ぐらいです、ただ、それなりの効果しか出ませんといったときには、もの

すごい効果が出た方が 10 億円かけてもいいわけですよね。そのときにどういうふうにそういうの

を整理するのですか。 

○西田室長 今までは、基本的には、社会保険庁がかけてきたコストを中心に計算をしてきたわけ

ですけれども、それで、19 年実施の本格実施のときには、予定価格の 70％ぐらいが全体平均的な

落札価格であったということで、基本的には、今まで事務所でやっていたのを切り換えてきたとこ

ろなものですから、今度はそういう市場化の実現は新たにできてきますから、そういった実績をも

加味した予定価格ということになろうと思いますけれども、今、この段階までは前年の実績がある

ものですから。できれば、そこまでに事業者さんにはそういう企画をやってほしい。要するに、電

話督励中心ではなくて、もう少し戸別訪問も含めた企画をしてほしいというのがあるものですから、

そういう意味では今回までは一定の高さはある程度確保しないといけないのかなということで、ま

してや、この３年間の中で、多少はコストが上がっても、いい企画の中で提案してもらえるところ

へ落とせるような、そういう結果をつくっていかないと将来に結びつかないなと。安かろう悪かろ

うで、１億円の仕事を 5,000 万円に落としてしまったら、絶対 5,000 万円以上の仕事をしませんも

のですから。これはあくまでも公益事業なわけだし、あなた方が幾ら落としたかは別にしても、１

億円の仕事を 5,000 万でやるとあなた方が言ったんですから、一応そういう意識はしっかり持って

やってくださいねとは言うのですけど。「はい、わかりました」と言うけれども、実際はそれ以上

は使わないと思うんですよね。そういう意味では事業者さんといろいろ話をするのですけれども、

一旦落とした価格以上の尻たたきはなかなか難しいのが現実なので、私どもは事業者さんの企画を

まずレベルアップして、その企画に見合うコストをもう少し上げていかないと、いい事業企画には

ならないのかなというふうには思いますけれども。 

○樫谷主査 あんまり大きなことは今回は難しいということですね。 

○西田室長 そうですね。ただ、次回以降になると、今までの実績があるものですから、その実績

がもとになると、ちょっと予定価格を多分落とさざるを得なくなるわけですね。現実に７割とか６

割になっているわけですから。そうなってしまうと、今度はいい仕事をしようとしたときに、役所

なものですから、今度はもうちょっといい仕事をしたときに見合うコストの底上げが難しくなるか

もしれないので。 

○樫谷主査 悪循環になるわけですね。 

○西田室長 はい。何とか今回ぐらいまでの中で事業者さんがいい企画をして、いい落札をしてほ

しいなとは思うのですけれども、変な言い方をすれば、事業者さんから言うと、一旦落札してから、

金額によって仕事を見つめ直すという部分も多分に現実の話としてはあると思うので、その辺、な

るべくいい落札を描いてイメージしなければいけないなとは思っているのですけれども。 

○樫谷主査 これで見ますと、今年 19 年分１期の７か月分の評価は、まだ７か月分なので、現年

度の分と過年度の分が入って、それぞれちょっと逆目が出ているけれども、12 か月たってみないと

わからないという御説明もあったと思うのですけれども、例えばこれはとりあえずスタートとして

はまあまあだったのか、ちょっと厳しいなという話なのか。それはどのような感触をお持ちなんで
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しょうか。 

○西田室長 基本的には、現年度上で、過年度下ということなんですけど。今の実績水準をあれし

ますと、一概には言えませんけれども、現年度の数を足したら、九十数％という水準イメージなも

のですから、100 には届いてないのは事実ですけれども、まあまあもうちょっとプラスアルファの

努力余地を持って考えていただくのかなということでございまして。 

○樫谷主査 ここに書いてあるのは、94.18 ということですね。 

○西田室長 はい。低いところもございますが、大体 100 前後で、ちょっと 100 を下回るところの

分布が多いのかなとは思っておりまして、全体的にはプラス加算率が私どもの目標なものですから、

これでは平行線ないしだんだん下がっていくことになりますので、100 を超える数字をたくさんつ

くっていかなければいけないのかなというふうには思っております。 

○樫谷主査 それはまだ結果が出ないということなんですが、これは発注期間はいつまででしたか。 

○西田室長 ３年でございますので、今２期目が 20 年の５月から 12 か月間で２期目を見ています。

残りの 21 年の５月から 17 か月で３期目を見ております。 

○樫谷主査 この結果は、まだ７か月しかないから、余りばたばたしてはいけないかもわかりませ

んが、あと２年幾つかあるわけですね。そうすると、あと２年幾つも非常に大事なのでね。この制

度としては、もう変えられないんですか。例えば、ここをちょっと変えたいというときが。これは

新しく変えたわけですよね。 

○西田室長 契約途上においてですか。 

○樫谷主査 ええ。これは、問題があるのかどうかはわかりませんよ。問題がわかっているにもか

かわらず、あと２年間やらなければいけないというのが、何となく我々民間人から言うと、感覚と

して納得できないので。 

○西田室長 そこは、私どももそうできると望ましいとは思いますけれども、現実に契約という問

題と、入札で落とした落札価格がありますので、その内容を考えたときに、落札価格をどう見直す

のかというようなことを考えますと、その契約の内容は、原則的に３年間踏襲しなければいけない

なとは思っています。 

 ただ、これは契約とかそういうものを変えるということではないのですけれども、事業者さんに

は、結果的に成績を上げれば上乗せ評価としてちゃんとお金を払うことにもなるわけなので、そう

いう意味での先ほど 19 年度２期目以降に対する指導もやっていこうということはありまして。全

くこの 19 年度７か月のでいいよと言っているわけではなくて、こういうことを踏まえながら、着

実に業者さんも民間ノウハウを底上げしていきますし、そういう意味ではこの中で２期目、３期目

の方がそのノウハウの成熟に伴って一定程度成果は上がらなければうそだというふうにも思って

おります。 

○樫谷主査 あわてて変える必要はないかもわかりませんが。それは制度としては難しいというこ

とですね。 

○徳山企画官 契約ですからね。 

○樫谷主査 契約だから難しいということですね。問題があるにもかかわらず、みすみす指くわえ
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て見ていなければいけないという、そういう制度もおかしいなと。これは制度の問題だから、契約

ですからね。そういう意味では、その選定の基準といいますか、評価基準が間違ってしまうのかも

しれませんしね。 

○西田室長 ただ、事業者さんがそういうアプローチをする戦略づくりのときには、19 年、20 年

をターゲットにしてやるのかというのは違ってくるとは思いますが、手法としては、結果的には最

後は同じなんですね。対象者のアプローチのどういうグループをやるかとか、いろいろなところで

はちょっと差は出てくると思いますけれども、多分同じことになろうと思います。あとは、私ども

の初期の提案の中でいろいろな課題があっても、それは我々と事業者さんとの相談の中で、事業者

さんもこういう公的な事業の位置づけを理解していただきながら、内容としては、実質的に契約書

プラスアルファの要素で努力していただき、その結果が 100 を超えるような成績として出れば、そ

れを成果として上積みしていくということで、お互いにそういう協力連携をしていきたいなという

ふうには考えています。 

○樫谷主査 それから、この市場化されていないところの結果はどんな感じだったんですか。つま

り、全体の事務所の中で、60 か所と 35 か所ですよね。それ以外のところはどんな感じだったんで

すか。 

○西田室長 この落ち率は、ほぼ同じだと思います。そっちの方は、社会保険庁はほとんど年金の

方まで手をかけてなかったものですから。 

○樫谷主査 忙しかったんですね。 

○西田室長 そういう意味では、手をかけたこちらの市場化の方がちょっとよくてもいいのかなと

いう思いもないわけではないのですけれども、そこは７か月の評価だけでもできませんし、事業者

さんも民間ノウハウと言いながら、やっぱり１年締めなんですね。そういう意味では２年締め、３

年締めへの期待もしたいなと思っています。 

○樫谷主査 民間事業者は何社でしたか。 

○西田室長 今現在は、185 で７社が参加していただいております。 

○樫谷主査 ７社には習熟したのをつけていただいて、また次も参加していただきたいということ

ですよね。 

○西田室長 そうですね。せっかくノウハウをつくったところは、企画でも積極的にバージョンア

ップして参加していただきたいという思いです。 

○稲生専門委員 あと細かい話ですが、せっかくいただいた資料で見ていたら、口座振替の件数が

非常に少ないですよね。この結果を恐らく踏まえてだと思うんですが、Ｄ－６の２ページを見ると、

19 年度は、口座振替は、獲得件数×基本額とやっていたのを、1,500 円ということにして、これは

インセンティブが増えたという理解でいいんですか。 

○西田室長 インセンティブもそうですが、17、18 のときは、目標水準はあったんですけれども、

19，20 のときには目標水準ではなくて、プラスアルファ的も要素で置いたんです。だから、この

位置づけは、目標水準でなくて、プラスアルファで取ったら 1,500 円ですよみたいな感じだったも

のですから、今度は、今、推進員が取った実績程度は取ってくださいねと。 
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○稲生専門委員 要求水準を超えた額ということですね。 

○西田室長 はい。だから、１事務所百数十件ぐらいは何とか目標に取ってくださいねというのが

多分数字になると思うんですけれども。１事務所１事務所ちょっと数字は持ってきていませんが。 

○稲生専門委員 何が言いたいかと言うと、逆に言えば、厳しいなという感じもしましてね。要は、

1,500 円でもそんなにインセンティブが働いてないのに、むしろ要求水準を厳しく設定されて、し

かも、超えたとしても 1,500 円という形でしかないので、要は、単純に考えると、納付されない方

は割と遠いところに住んでいるとか。そうすると、1,500 円は多分コスト割れぐらいではないかな

という感じもするので、そこら辺はどうなんでしょう。ちょっと厳し過ぎないのかなと。 

○西田室長 もともとコストは、基本的な督励ケースで、入札する金額の中でこの部分を幾らで事

業者さんが積むかということにはなるわけです。自分たちが積んだところに対して入札をかけて、

これはここまでですよと、うちが示す 150 件なら 150 件があるわけですね。ここまでは彼らは自分

で、もともと入札価格は織り込んでありますと。入札価格を１件超えれば 1,500 円、１件下がれば

マイナス 1,500 円という整理にはなるわけですね。 

○稲生専門委員 コスト割れはしないことになるわけですね。 

○西田室長 コストは、入札価格に彼らがどう見込んでくるかということではないかと思います。 

○稲生専門委員 恐らく業者さんとしては、最低水準を多分目指すんですね。要するに、1,500 円

はインセンティブ的にはどうかなという感じもしないのでもないので。 

○西田室長 今まではプラスアルファ的な要素で置くとちょっとまずいので、最低目標水準として

定めることが必要なのかなということですね。 

○稲生専門委員 それがネックにならないかどうかがちょっと心配ではありますけどね。 

○西田室長 今度は免除も併せてやるものですから、そういう意味では免除というのも、電話で「免

除を出してください」というのも実はなかなか難しいんです。そういう意味では、この中で期待す

ることは、事業者さんが一定程度戸別訪問という要素をどうやって織り込んでくれるかという企画

が非常に大事ではないかと自分たちは思っています。その戸別訪問のウェイトを少し持ってくれば、

その戸別訪問は、免除も戸別訪問、口座振替も戸別訪問ということで、今まで持っていなかったツ

ールの基盤整備を企画の中に入れてくれれば、この事業に対する成果も期待はできると考えていま

す。 

○稲生専門委員 とすれば、逆に言えば、戸別訪問はかなり負担になる可能性があるわけですよね。

大体電話であれば、コールセンターからがーっとやってしまえばですね。 

○西田室長 それは今まで社会保険庁がやってきたときも、電話だけで「金払え」みたいなことは、

一つ返事で「はい、わかりました」と言うのは、現実にはなかなか難しい。 

○稲生専門委員 つまり、何が言いたいかというと、そこら辺戸別訪問をかなり重視しているとい

うことは、この中に匂わせるか、あるいは説明会できちんと言っておかないと、多分ギャップがか

なりね。業者さんは、電話をすればいいんだろうとか、安いメールサービスか何かでがんがん送れ

ばいいと、多分そんな感じでいると思うので、そこら辺は誤解がないようにされた方が求める成果

に近づけるような提案が出るのではないかなとは思います。 
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○西田室長 はい、そうですね。今まで業者については、そういうことを十分に日ごろのコミュニ

ケーションの中で理解はしていただいていると思いますが、新規参入する人についても、そういう

ことをきちっと企画できるような意味では、今の文言の工夫とかということは。 

○稲生専門委員 そうですね。ちょっと工夫をされた方が。そこら辺があまりにも淡々とし過ぎて

いるのではないかなと。２ページ、３ページ辺りで、先ほどの指摘させていただいた事項にいろい

ろ加えて、その件も是非考えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○西田室長 はい、わかりました。 

○樫谷主査 事務局から何かありますか。 

○徳山企画官 提案を期待するということは、今の業務範囲が狭いというのが先生方の御意見だと

思うのですが、室長の方はちょっと字面を工夫すればいいぐらいの意識でおられると思いますが、

このギャップがあるのではないか。例えば要求水準は、滞納者だけではなくて優良納付者も入って

きますけれども、優良納付者についての住所特定の番号が入ってないですね。あるいは、納付書を

送るのは依然として社会保険庁さんがやる。それも業者がやるというようなことは、そういった業

務を加えることも構わないと思います。あるいは広報は、社会保険庁さんがやるという制度があっ

て、意欲的な広報をいろいろな形でやれば、それは底上げのそういう提案が出るかもしれないけれ

ども、今の制度ではそういう提案は受け入れられないことになっている。業務を実際に少し調整し

てみたらどうでしょうか。 

○樫谷主査 そうですね。まだ、渡邉副主査の疑問が、要求水準では全体的に発注をするという形

に結果的になるわけですね。ただ、必ずしもそうではない部分もあるわけで。何となくまだすっき

りしない部分もあるので、もう少し業務の範囲も含めて見直しができて、目的は全体の徴収を上げ

ることですから、それに向けて何か。私も今すぐ知恵が出るわけではありませんけれども、少し議

論をしていったらいいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○徳山企画官 民間からの提案が出やすいように。 

○樫谷主査 そうですね。できるだけ幅広く出やすいようにということですね。そういうような要

項にしていただくといいのかなと思います。かといって、やたらに金をかけられないのもよくわか

るんですが。むしろ、予定したぐらいは十分消化できるぐらいでの提案ですよね。そんなものを高

く評価するような要項になれば、安かろう悪かろうと言うとちょっと御幣がありますが、そういう

ことにならないような提案ができるような要項ですね。 

 それでは、本実施要項（案）につきましては、まだまだ整理すべき論点が多数あると思いますの

で、本日の審議を踏まえ、次回の審議に向けて、鋭意御検討いただくようお願いいたしたいと思い

ます。 

 また、本日質問できなかった事項や確認したい事項がございましたら、事務局にお寄せいただき

たいと思います。事務局において整理をしていただいた上で各委員にこの結果を送付していただき

たいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○西田室長 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 
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（社会保険庁関係者退室、(独)国民生活センター関係者入室） 

 

○樫谷主査 １時間以上もお待たせしてすみません。 

 続きまして、「企業・消費者向け教育・研修事業」の実施要項（案）の審議を行います。 

 本日は，独立行政法人国民生活センター研修部井口部長に御出席いただいておりますので、前回

の審議を踏まえた実施要項（案）の修正点等について、10 分程度で御説明いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○井口部長 よろしくお願いいたします。 

 これまで２回の小委員会で御指摘いただいた点について、全体的に当方で見直しまして、修正可

能なできるだけの範囲で全体を修正いたしました。具体的なことは千塚から説明いたします。 

○千塚課長 それでは、ポイントだけ簡単に説明をさせていただきます。 

 まず、「実施企画案に関するセンターとの協議について」でございまして。初年度については、

契約後、提案内容に変更があった場合協議を行うことに、変更があった場合に限るというふうにさ

せていただきました。それから、２年目以降については、内容等についてあくまで意見交換をする

ことにとどめまして、研修内容の適切性をサービスの質として設定して、受講者アンケートで事後

的に研修するようにさせていただきました。 

 それから、２点目。「適切な評価のためのアンケートの回収について」です。私どもが通常やっ

ている研修、例えば相談員研修とか、行政研修については、アンケートの回収率はパーフェクトに

近いぐらい高いのですけれども、特にフォーラムのようにＮＰＯ法人とか、学生とか、一般消費者、

不特定多数の方は余り高くない。それから、トップセミナーとはいっても、ある程度の役職に就い

ている方ばかりですから、なかなかお出しいただけないことがありまして、一応これらのことから、

最低限行うべき努力目標として、過半数の回収を設定するようにさせていただきました。 

それから、審査項目の設定については、様式等を見直して、関連団体との連携等の有無にかから

わらず、研修別途開催実績を広く記載できる内容に変更しまして、消費者関連団体との連携の実績

がなかったりする場合でも、今後の方策として、連携方針を示させて、それを評価することにさせ

ていただきました。 

続きまして、４番目。「トップセミナーとフォーラムの性質の違いを踏まえた評価について」で

ございます。これは実質的な評価については、セミナーとイベントの開催の実績の観点、それから、

消費者関連団体との連携実績という２つに分けて評価することといたしました。また、併せて、実

施企画案について、フォーラムとトップセミナーそれぞれの企画案を別々に評価するようにさせて

いただきました。 

それから、５番目。「消費者フォーラムにおける消費者団体等との連携について」でございます。

連携実績がない場合は、今後の連携方策を示していただくことで評価することにさせていただきま

した。それから、実施に当たっての連携については、受講者や発表者の募集の際に、私どもセンタ

ーから関係団体へ協力の要請の文書を作成するといったような形の対応をとりました。 
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それから、６番目でございます。「重複した審査項目の整理について」でございます。御指摘を

踏まえて、必須項目については、提出書類で満たすべき要件のみに整理し、加点項目については、

提案内容の優劣を評価するというような表現に修正をさせていただきました。 

それから、７番目。「入札者の評価にあたっての体制について」です。具体的には、研修担当理

事の役割についてでございますが、御指摘を踏まえて、研修担当理事については、入札実施部門に

位置づけ、研修に関する知見を有する者として、評価委員会に加えるとしまして、併せて、入札参

加部門との情報遮断を行うことにさせていただきました。 

簡単でございますが、以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明について何かありますか。 

○稲生専門委員 私は今のところはありません。 

○樫谷主査 意見交換は、要するに２年目ですよね。意見交換をして決めようということになって、

これが民間への余り圧力になってはいかんということが懸念されるのですけれども、それはどうで

すかね。 

○千塚課長 全く民間事業者を拘束するものではなくて、私どもの過去の経験に基づいてちょっと

アドバイスとかそういうことで考えております。 

○樫谷主査 わかりました。その辺の何かコメントを用意していただくのがいいと思いますね、将

来の話ですけれども。 

 消費者団体との連携、消費者フォーラムですけれども、これは連携がなくても、今後の方策を示

せることで評価するとか、あるいは文書で協力要請するとか、これでどうですかね。特に支障がな

いと考えてよろしゅうございますかね。 

○千塚課長 例えば民間のＡ事業者が行うことになりましたので、引き続き御発表をお願いします

とか、参加をお願いしますといった文書を私どもから出させていただくことで、まず問題はないか

なと考えております。 

○樫谷主査 こういうのはうまく連携をとりながら、事業者の方の連携づくりをサポートしてやる

ということになるわけですかね。 

○千塚課長 はい。 

○稲生専門委員 私は１回目は出たのですが、２回目はちょっと出席してないので、確認だけなん

ですが。「入札者の評価にあたっての体制について」ということで、研修の御担当の理事の方は入

札参加部門の方ということでございますけれども、要は、情報遮断というか、官民競争入札ですの

で、情報遮断がどういうふうになっているのかということで、例えば部署の中での席の配置関係と

か、あるいはその資料、ファイル等の閲覧等とか、要は民間さんが不利にならないような御配慮が

どうなっているのかという、その考え方を今どういうふうにされているのか、それだけちょっと確

認をさせていただけますか。例えば席の配置とか、資料の閲覧等のそこら辺の制限があるかないか

とかですね。極端に言えば、鍵をどうしているかとかですね。実は、内閣府さんの方の官民競争で

も、そこら辺はかなり綿密な議論をされたのですけれども、前回もしされたのであればあれなんで
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すが、そこは前回議論がありましたか。 

○樫谷主査 場所についてはどうでしたか。何か話したような気がするんですが。 

○事務局 前回は、理事を実施部門、参加部門のどちらのチームに入ってもらうのかという議論を

していましたので、書類の保管をどうするとか、具体的な検討には至ってないのですが、実施要項

の規定ぶりに関しては、内閣府の永田町合同庁舎のものと同じようになっております。それから、

理事は個室で執務されているということでよろしかったでしょうか。 

○千塚課長 さようでございます。 

○事務局 ですから、日常、他の業務で説明に行かれることはあるのでしょうが、実施部門と参加

部門は基本的に執務場所としては分かれる形になっていると聞いております。 

○井口部長 そうです。実質的には、研修担当理事は、東京事務所の役員室という形で執務をして

いることが大半でございますので、我々相模原の事務所とは物理的に離れております。相模原の役

員室にいらっしゃるときも、個室でございますので、その辺りは大丈夫かと思います。 

○稲生専門委員 わかりました。 

○樫谷主査 研修担当理事は実施部門に位置づけるのですよね。37 ページはそうなってないですよ

ね。 

○佐久間事務局長 これは直ってないですね。 

○井口部長 そうですね。 

○樫谷主査 研修担当理事を上の方に持っていかないと、素人ばかりが評価することになってしま

うのではないかという議論が前回あったんですね。だから、研修担当理事は、全体の責任を持つわ

けだから、実施部門の方がいいのではないかという議論があって、御検討をいただいた上で、実施

部門に位置づけることにしたわけですね。 

○事務局 これらの方はそういうふうに直していまして、こちらの直し漏れです。 

○樫谷主査 こちらの直し漏れですか。すみません。申しわけないです。 

 そういう意味では、担当理事がいらっしゃらなくても、研修部長もいらっしゃるし、参加部門に

ついて体制としては必要ないと考えていいということですよね。 

○井口部長 はい、そうですね。 

○樫谷主査 事務局は何かありますか。 

○事務局 特にございません。 

○樫谷主査 それでは、本実施要項（案）につきましては、次回の審議で議了する方向で調整を進

めたいと思いますので、独立行政法人国民生活センターにおかれましては、本日の審議や今後実施

していただく予定の実施要項（案）に対する意見募集の結果を踏まえて、引き続き検討いただくよ

うにお願いしたいと思います。 

 また、委員の先生方におかれましては、本日質問できなかった事項や確認したい事項がありまし

たら、事務局にお寄せいただきたいと思います。 

 事務局において整理をしていただいた上で各委員にその結果を送付していただきたいと思いま

す。 
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 本日は、どうもありがとうございました。 

 本日の入札管理小委員会は、これにて終了したいと思います。 

 次回の開催については、事務局から追って連絡したいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 


